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(57)【要約】
【課題】所望のミリ波（サブミリ波を含む）以上の周波
数の電波を伝送する可撓性導波管において適切な可撓性
と優れた伝送特性とを両立する。
【解決手段】長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向
に垂直な断面が同一形状を呈する線状の誘電体５１と、
前記線状の誘電体５１の外周に配設され、内側表面に金
属層を備えた可撓性を有する外部導体５３と、を有する
可撓性導波管５０であって、前記誘電体５１の断面がリ
ッジ形状を形成し、前記外部導体５３は組紐構造を有す
る。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に垂直な断面が同一形状を呈する線状の誘電
体と、
　前記線状の誘電体の外周に配設され、内側表面に金属層を備えた可撓性を有する外部導
体と、
　を有する可撓性導波管であって、
　前記誘電体の断面がリッジ形状を形成し、前記外部導体は組紐構造を有する
　ことを特徴とする可撓性導波管。
【請求項２】
　長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に垂直な断面が同一形状を呈する線状の誘電
体と、
　前記線状の誘電体の外周に配設され、内側表面に金属層を備えた可撓性を有する外部導
体と、
　前記外部導体の外側に配設され、長手方向に垂直な断面が同一の形状を呈する押圧部材
と、
　を有する可撓性導波管であって、
　前記線状の誘電体は、長手方向に垂直な断面が長径および短径を有するとともに前記長
径をなす一対の長辺の少なくとも一辺が内側に凹んだ凹部を形成し、
　前記押圧部材は、前記誘電体における前記凹部に沿って長手方向に延出して配設される
　ことを特徴とする可撓性導波管。
【請求項３】
　前記外部導体は、延伸方向に垂直な断面が長方形断面を呈する、金属物質を包含する複
数の帯状部を有し、
　前記複数の帯状部は、いずれの帯状部についても、当該帯状部の側縁部が当該可撓性導
波管長手方向に対して所定角度を成した状態において当該帯状部の平坦部が前記誘電体の
外周面に巻きつけられるように延在すると共に、互いの帯状部が組紐状形態を形成するよ
うに編成される
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の可撓性導波管。
【請求項４】
　前記可撓性導波管は、６０ＧＨｚ近傍以上のミリ波またはサブミリ波を伝送する
　ことを特徴とする請求項１－３のいずれか１項に記載の可撓性導波管。
【請求項５】
　前記外部導体および前記押圧部材の外側に配設された弾性を備えた筒状部材を有する
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の可撓性導波管。
【請求項６】
　前記筒状部材は、延伸方向に垂直な断面が長方形断面を呈する複数の帯部を有し、
　前記複数の帯部は、いずれの帯部についても、当該帯部の側縁部が当該可撓性導波管長
手方向に対して所定角度を成した状態において当該帯部の平坦部が前記外部導体および前
記押圧部材の外周面に巻きつけられるように延在すると共に、互いの帯部が組紐状形態を
形成するように編成される
　ことを特徴とする請求項５に記載の可撓性導波管。
【請求項７】
　前記筒状部材は、前記外部導体および前記押圧部材の外周面に巻きつけられるように延
在したテープ部材である
　ことを特徴とする請求項５に記載の可撓性導波管。
【請求項８】
　前記筒状部材は、前記外部導体および前記押圧部材の外周面に配設された熱収縮性を備
えたゴムチューブである
　ことを特徴とする請求項５に記載の可撓性導波管。
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【請求項９】
　前記押圧部材は、中空もしくは中実部材、光ファイバーまたは電線のいずれかである
　ことを特徴とする請求項２－８のいずれか１項に記載の可撓性導波管。
【請求項１０】
　前記可撓性線状部材は、中空もしくは中実部材、光ファイバーまたは電線のいずれかで
ある
　ことを特徴とする請求項２－８のいずれか１項に記載の可撓性導波管。
【請求項１１】
　請求項１－１０のいずれか１項に記載の可撓性導波管を有する画像伝送装置であって、
　前記可撓性導波管は所定の画像信号を伝送することを特徴とする画像伝送装置。
【請求項１２】
　請求項１－１０のいずれか１項に記載の可撓性導波管を有する内視鏡であって、
　前記可撓性導波管は所定の画像信号を伝送することを特徴とする内視鏡。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の内視鏡と、
　前記可撓性導波管により伝送された所定の画像信号に対して所定の画像処理を施す画像
処理部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波の電波信号伝送に利用する導波管、より詳しくはミリ波またはサブミ
リ波帯以上の電波伝送に適した可撓性導波管、可撓性導波管を有する画像伝送装置、可撓
性導波管を有する内視鏡および内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、いわゆるＦＴＴＨ(Fiber To The Home）等の技術により、１Ｇｂｐｓを超える通
信速度を有する通信環境が一般の家庭にも浸透してきている。また、スマートフォン等の
高い処理能力を有する端末が広く普及し、利用可能な通信技術、および、情報処理の速度
、すなわち「ハード性能」が著しく向上してきている。
【０００３】
　また、いわゆるＦＨＤ（Full High Definition）を超える４Ｋ／８Ｋ画像に代表される
高精細／大容量映像の利用、インターネットを介した情報アクセスの拡大等により、個人
、または企業において利用可能な情報の質と量、すなわち「ソフト利用」についても飛躍
的に拡大している。
【０００４】
　これらは、近年とくに注目をあびているビックデータ解析、ディープラーニング（深層
学習）によるＡＩ(artificial intelligence；人工知能)の発展など、新しい手法・付加
価値の誕生にも大きく貢献している。
【０００５】
　このように、「ハード性能」の向上と「ソフト利用」の拡大とが両輪となって近年の技
術は著しく発展し、新しい付加価値が誕生している。その結果として、現時点の情報通信
技術に求められる性能は、以前とは比べものにならないほど高いものになっている。そし
て、情報通信に必要な技術要素の中でも信号伝送線路に着目すると、この分野でも求めら
れる性能は著しく高くなっていることが判る。
【０００６】
　ここで、現在においては、“伝送距離が短く伝送速度の遅い領域においては電気インタ
ーコネクション（金属線による接続）が主に用いられる”、一方、“伝送距離が長く伝送
速度の速い領域では光インターコネクション（光通信、すなわち光ファイバーによる接続
）が主に用いられる”といえる。
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【０００７】
　すなわち、例えば、数メートル程度での電気インターコネクションは、その利用できる
限界が２．５Ｇｂｐｓ程度の伝送速度であり、これを超えると光インターコネクション（
光通信）が有力な手段となるといえる。
【０００８】
　このように、伝送距離が長く伝送速度の速い領域では光通信が有力な手段とされるが、
光通信には信号伝送の信頼性に関わる問題点が有ることが知られている。すなわち、一般
に通信用光ファイバーは石英ガラスを主成分とする１本の線で構成されることから、意図
しない衝撃等の影響で信号伝送路である光ファイバーが予期せず切断されることが起きる
虞がある。
【０００９】
　また同様に、光通信には接続性に関わる問題点があることも知られている。すなわち、
通常利用される通信用光ファイバーは光信号を伝送するコアと呼ばれる芯線の径がわずか
５０μｍ程度以下しかないことから、この接続にはμｍオーダーという極めて高い位置決
め精度が必要となるうえ、塵埃の影響で接続ができない虞さえある。
【００１０】
　因みに、電気インターコネクション（金属線による接続）は、線路は一般に複数の細線
を束ねて構成しており、切断される場合にも徐々に細線が切れていくため、通信性能は徐
々に劣化し、通信性能の劣化を知ることで事前に修理などの対応をとることができる。ま
た線路の接続も通常０．１ｍｍオーダーの精度があればよく、塵埃の影響も排除しやすい
など特に困難を伴わない。
【００１１】
　すなわち、上記の問題点の存在により、特に通信に高い信頼性が求められる用途、また
は使用において線路同士の接続が求められる用途においては、光通信は電気インターコネ
クションの代替にならないと考えられる。
【００１２】
　上述した事情を鑑みて本出願人は、数センチメートル～５メートル程度以下の長さで５
Ｇｂｐｓ以上の通信速度を実現しうる方法として、また、リードワイヤによる信号伝送方
式の課題である伝送速度の限界を克服しつつ、光ファイバーによる信号伝送方式の課題を
も克服する新しい信号伝送方式として電波と導波路を利用する技術を国際公開ＷＯ２０１
７／００２５８５号公報（特許文献１）において提案した。
【００１３】
　すなわち、特許文献１に示した可撓性導波管によれば、上述した課題（信頼性の問題、
接続に関わる問題）を克服しながら、電気インターコネクションでは実現が困難な数十Ｇ
ｂｐｓオーダーの高速通信が可能な通信線路を実現することができる。
【００１４】
　さらに特許文献１においては、上述の通信線路を用いたビデオ内視鏡システムに関する
記載がなされおり、ここではビデオ内視鏡システムにおいて上述した高速通信の必要性が
高いことも論じられている。
【００１５】
　因みに、内視鏡は十分な可撓性を有する細長形状をなす挿入部を有するが、この挿入部
は「できるだけ細い」ことが要求される。これは挿入部の太さ／細さが内視鏡の挿入性に
大きく関係し、結果として内視鏡の利用価値に大きい影響を与えるからである。また内視
鏡は医療機器であることから、高い信頼性は必須要件である。さらにメンテナンスの必要
性から高い接続性も要求される。
【００１６】
　このように、ビデオ内視鏡システムにおいては、「細さ」と「可撓性」とを両立し、高
い信頼性と接続性とを有することができる高速伝送線路が求められており、その高速伝送
線路として導波管は有力な手段のひとつであることが分かる。
【００１７】
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　なお、ここでいう可撓性は、繰返しの曲げが可能なことを指し、単に「曲がる」という
だけでは十分とは言えない。
【００１８】
　ところでミリ波（サブミリ波を含む）以上の周波数を有する電波を伝送する導波管にお
いて、十分な可撓性を実現することは一般には困難とされる。しかしその一方で、斯様な
可撓性を有する導波管を実現する技術も知られている。
【００１９】
　たとえば特許第４７２４８４９号明細書（特許文献２）に記載される方法では、内部誘
電体に絶縁性の糸を用いることで導波管の可撓性を高めるとともに、その内部誘電体の糸
の種類を変えることで誘電率に分布を発生し伝送特性を安定させることを意図するもので
ある。
【００２０】
　また、特開２０１５－１８５８５８号公報（特許文献３）には、誘電体の周囲に扁平な
断面形状を有する所要数の平箔糸を、いわゆる組紐状に組み付けて導電層を構成すること
で伝送損失の少ない可撓性を備えた導波管を形成する技術が記載されている。
【００２１】
　さらに、特許第５１２９０４６号明細書（特許文献４）には、導波管の導電層断面が所
謂「リッジ形状」とし、インピーダンス範囲を広くすることで伝送周波数帯域の広帯域化
を実現する技術が記載されている。因みにこのリッジ形状の採用による広帯域化は、後述
するように導波管の細径化にも効果が高い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２０１７／００２５８５号公報
【特許文献２】特許第４７２４８４９号明細書
【特許文献３】特開２０１５－１８５８５８号公報
【特許文献４】特許第５１２９０４６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　しかしながら、上述した特許第４７２４８４９号明細書（特許文献２）、特開２０１５
－１８５８５８号公報（特許文献３）に記載の技術では、十分な可撓性を得ることはでき
ても、そのままでは細径化することができない。
【００２４】
　また、特許第５１２９０４６号明細書（特許文献４）では、可撓性を備えたリッジ導波
管について示されているが、前記明細書中に記載の断面形状では、前記明細書中で定義さ
れている「陥没空間」の影響によって電界集中が生じ、伝送特性が低下する虞がある。
【００２５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、上述した従来の問題点を根本的に解
決し、所望のミリ波（サブミリ波を含む）以上の周波数の電波を伝送する導波管において
十分な可撓性と細さを備えた可撓性導波管、可撓性導波管を有する画像伝送装置、可撓性
導波管を有する内視鏡および内視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の一態様の可撓性導波管は、長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に垂直な
断面が同一形状を呈する線状の誘電体と、前記線状の誘電体の外周に配設され、内側表面
に金属層を備えた可撓性を有する外部導体と、を有する可撓性導波管であって、前記誘電
体の断面がリッジ形状を形成し、前記外部導体は組紐構造を有する。
【００２７】
　本発明の一態様の画像伝送装置は、前記可撓性導波管を有する画像伝送装置であって、
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前記導波管は、所定の画像信号を伝送する。
【００２８】
　本発明の一態様の内視鏡は、前記可撓性導波管を有する内視鏡であって、前記可撓性導
波管は、所定の画像信号を伝送する。
【００２９】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、前記内視鏡と、前記可撓性導波管により伝送され
た所定の画像信号に対して所定の画像処理を施す画像処理部と、を具備する。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、上述した従来の問題点を根本的に解決し、所望のミリ波（サブミリ波
を含む）以上の周波数の電波を伝送する導波管において適切な可撓性と優れた伝送特性と
を両立する導波管、導波管を有する画像伝送装置、導波管を有する内視鏡および内視鏡シ
ステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の可撓性導波管を有する内視鏡システムの概略
構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、第１の実施形態にかかる内視鏡システムの要部の機能構成を示すブロッ
ク図である。
【図３】図３は、第１の実施形態の可撓性導波管および撮像ユニットの構造を示した要部
拡大斜視図である。
【図４】図４は、第１の実施形態の可撓性導波管および撮像ユニットの構造を一部断面に
て示した要部拡大斜視図である。
【図５】図５は、第１の実施形態の可撓性導波管の如き導波管において採用し得るリッジ
形状を呈する内部誘電体の一構成例を概略的に示した要部拡大断面である。
【図６】図６は、第１の実施形態の可撓性導波管の如き導波管において採用し得るリッジ
形状を呈する内部誘電体の他の構成例を概略的に示した要部拡大断面である。
【図７】図７は、第１の実施形態の可撓性導波管の如き導波管において採用し得るリッジ
形状を呈する内部誘電体の他の構成例を概略的に示した要部拡大断面である。
【図８】図８は、第１の実施形態の可撓性導波管における要部の概略構成を示した要部拡
大斜視図であって、外部導体の外側に配設される押圧部材を離間して示したものである。
【図９】図９は、第１の実施形態の可撓性導波管における要部の概略構成を示した要部拡
大斜視図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態の可撓性導波管における組紐形状を呈する外部導体
および内部誘電体を示した要部断面図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態の可撓性導波管における組紐形状を呈する外部導体
の外観を示した外観図である。
【図１２】図１２は、第１の実施形態の可撓性導波管における外部導体の構成を示した要
部拡大断面図である。
【図１３】図１３は、第１の実施形態の可撓性導波管の構造を示した要部拡大斜視図であ
る。
【図１４】図１４は、第１の実施形態の可撓性導波管の構造を示した要部拡大断面図であ
る。
【図１５】図１５は、第１の実施形態の可撓性導波管における外部導体および内部誘電体
を示した要部拡大斜視図である。
【図１６】図１６は、第１の実施形態の可撓性導波管における外部導体および内部誘電体
を示した要部拡大断面図である。
【図１７】図１７は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルを作
成する際の内部誘電体の定義づけを説明する図である。
【図１８】図１８は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルを作
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成する際の内部誘電体の寸法と導波管の伝搬領域の関係を示した図である。
【図１９】図１９は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルにお
いて内部誘電体の外皮を完全導体としたシミュレーションモデルを示した図である。
【図２０】図２０は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルの伝
送特性を示した図である。
【図２１】図２１は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルにお
いて伝搬領域境界を説明する図である。
【図２２】図２２は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルにお
いてリッジが無い断面形状の内部誘電体を有する場合のシミュレーションモデルＡを示し
た斜視図である。
【図２３】図２３は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルにお
いてリッジが無い断面形状の内部誘電体を有する場合のシミュレーションモデルＡを示し
た要部拡大断面図である。
【図２４】図２４は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルにお
いてリッジが有る断面形状の内部誘電体を有する場合のシミュレーションモデルＢを示し
た斜視図である。
【図２５】図２５は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルにお
いてリッジが有る断面形状の内部誘電体を有する場合のシミュレーションモデルＢを示し
た要部断面図である。
【図２６】図２６は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルにお
いて図１５に示す例と同じ断面形状の内部誘電体を有する場合のシミュレーションモデル
Ｃを示した斜視図である。
【図２７】図２７は、第１の実施形態の可撓性導波管に係るシミュレーションモデルにお
いて図１５に示す例と同じ断面形状の内部誘電体を有する場合のシミュレーションモデル
Ｃを示した要部断面図である。
【図２８】図２８は、図２２、図２３に示したシミュレーションモデルＡおよび図２４、
図２５に示したシミュレーションモデルＢの伝送特性を示した図である。
【図２９】図２９は、図２４、図２５に示したシミュレーションモデルＢおよび図２６、
図２７に示したシミュレーションモデルＣの伝送特性を示した図である。
【図３０】図３０は、本発明の第２の実施形態の可撓性導波管の構造を示した要部拡大斜
視図である。
【図３１】図３１は、第２の実施形態の可撓性導波管の構造を示した要部拡大断面図であ
る。
【図３２】図３２は、第２の実施形態の可撓性導波管において内部誘電体と外部導体とを
、押圧部材の中空部に挿入する際の様子を示した要部分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　まず、本実施形態の可撓性導波管を説明するに先立って、本実施形態の可撓性導波管に
採用するリッジ形状を呈する内部誘電体の技術的な概念について簡単に説明する。
【００３３】
　＜リッジ形状を呈する内部誘電体の技術的な概念＞
　一般に、細さを備えた可撓性導波管の実現には、上述した特許第５１２９０４６号明細
書（特許文献４）に記載されるように内部誘電体をリッジ形状で形成することは有効な手
段となる。本願発明は、斯様なリッジ形状を呈する内部誘電体を実現するため、長手方向
に垂直な断面に長径と短径を有するとともに前記長径をなす一対の長辺の少なくとも一辺
が内側に凹んだ凹部形状、いわゆる「リッジ形状」を有する誘電体を内部に配する。
【００３４】
　図５～図７は、それぞれ第１の実施形態の可撓性導波管の如き導波管において採用し得
る、リッジ形状を呈する内部誘電体の構成例を概略的に示した要部拡大断面である。
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【００３５】
　ここで、図５は、いわゆるダブルリッジ形状を呈する内部誘電体５１Ａを示し、図６は
、いわゆるシングルリッジ形状を呈する内部誘電体５１Ｂを示し、また、図７は、リッジ
部の両辺に膨らんだ曲面部を形成した、いわゆる繭型形状を呈する内部誘電体５１Ｃを示
す。
【００３６】
　なお、図５に示すダブルリッジ形状を呈する内部誘電体５１Ａ，図６に示すシングルリ
ッジ形状を呈する内部誘電体５１Ｂにおいては、角が丸い形状（いわゆる「角Ｒ」形状）
を含むものとする。
【００３７】
　＜リッジ形状を呈する内部誘電体を採用する本願発明の概略構成＞
　ところで、上述した如きリッジ形状断面を有する内部誘電体を備える可撓性導波管にお
いて、当該内部誘電体に係合する外部導体を実現するには、上記リッジ形状を備えた内部
誘電体の表面と、内側表面に金属層を備えた外部導体との内側表面とを密着させればよい
。
【００３８】
　本発明者はこれを実現する手段として、「外部導体の外側に、長手方向に垂直な断面が
同一形状を呈する押圧部材を、内部誘電体のリッジ部に沿わせて配置する」構造を発案し
、さらにその実現可能な構造を明確にした。
【００３９】
　図８は、第１の実施形態の可撓性導波管における要部の概略構成を示した要部拡大斜視
図であって、外部導体の外側に配設される押圧部材を離間して示したものである。また、
図９は、第１の実施形態の可撓性導波管における要部の概略構成を示した要部拡大斜視図
である。
【００４０】
　図８、図９に示すように、本実施形態の可撓性導波管５０は、内部誘電体５１、外部導
体５３および２つの押圧部材５６ａ，５６ｂを備える。
【００４１】
　内部誘電体５１は、長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に垂直な断面が同一形状
を呈する線状の誘電体であって、長手方向に垂直な断面が長径および短径を有するととも
に前記長径をなす一対の長辺の少なくとも一辺が内側に凹んだ凹部を形成する。実施形態
においては、長手方向に垂直な断面形状としてリッジ形状凹部５１ａ，５１ｂを形成した
、いわゆるダブルリッジ形状を形成する。
【００４２】
　また、内部誘電体５１のリッジ形状凹部５１ａ，５１ｂの両端部の外周面は、後述する
略筒状形状を呈する外部導体５３の内面の曲面に接するように曲面部を形成する。
【００４３】
　外部導体５３は、線状の内部誘電体５１の外周に配設され、内側表面に金属層５５ａ（
図１２参照）を備えた可撓性を有する外部導体である。また、図８に示すように本実施形
態において外部導体５３は略筒状を形成し、少なくとも、内部誘電体５１の両端部の外周
面に接して配設される。
【００４４】
　押圧部材５６ａ，５６ｂは、本実施形態においては略棒状の線状部材であり、図８に示
すように前記外部導体５３の外方において、前記内部誘電体５１におけるリッジ形状凹部
５１ａ，５１ｂにそれぞれ対向する位置に配設される。すなわち、内部誘電体５１におけ
るリッジ形状凹部５１ａに対向する位置には、外部導体５３を挟んで押圧部材５６ａが配
設され、内部誘電体５１におけるリッジ形状凹部５１ｂに対向する位置には、外部導体５
３を挟んで押圧部材５６ｂが配設される。
【００４５】
　本実施形態においては、それぞれ外部導体５３の外方に配設される押圧部材５６ａと押
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圧部材５６ｂとを、それぞれリッジ形状凹部５１ａまたはリッジ形状凹部５１ｂに対して
前記外部導体５３を介して挟んで当接するように当該外部導体５３を押圧する。
【００４６】
　図９は、この押圧部材５６ａ，５６ｂを外部導体５３に対して押圧した後の状態を示し
たものである。図９に示すように、外部導体５３は、押圧部材５６ａ，５６ｂに押圧され
て変形し内部誘電体５１に密着される。
【００４７】
　具体的には、押圧部材５６ａに押圧された外部導体５３は、リッジ形状凹部５１ａに接
する部分において変形して外部導体凹面５３ａを形成し、当該リッジ形状凹部５１ａに密
着させられる。同様に、押圧部材５６ｂに押圧された外部導体５３は、リッジ形状凹部５
１ｂに接する部分において変形して外部導体凹面５３ｂを形成し、当該リッジ形状凹部５
１ｂに密着させられる。
【００４８】
　これにより押圧部材５６ａ，５６ｂは、前記内部誘電体５１におけるリッジ形状凹部５
１ａ，５１ｂに沿って長手方向に延出して配設される。
【００４９】
　また、本実施形態においては、押圧部材５６ａ，５６ｂを用いて、外部導体５３を変形
させて内部誘電体５１の表面と外部導体５３の内側表面とを密着保持する。
【００５０】
　なお、外部導体５３を変形させて内部誘電体５１の表面と外部導体５３の内側表面とを
密着保持する構造を実現するためには、当該外部導体５３に可撓性を持たせる必要がある
。
【００５１】
　外部導体に可撓性を持たせる方法としては、例えば、金属層を含む糸（平箔糸）を組紐
状に組み付けて外部導体を形成する（組紐構造）、金属テープを巻きつけて外部導体を形
成する（包帯巻き構造）、導波管の伝搬方向に対して垂直な方向に凹凸をつけて外部導体
を形成する（ジャバラ構造）等が挙げられるが、上記構造を実現する構造としては、組紐
構造による外部導体形成が最も好ましい。
【００５２】
　＜外部導体の構成例＞
　次に、上述した組紐構造を採用した本実施形態における外部導体５３の構成例について
簡単に説明する。
【００５３】
　図１０は、第１の実施形態の可撓性導波管における組紐形状を呈する外部導体および内
部誘電体を示した要部断面図であり、図１１は、第１の実施形態の可撓性導波管における
組紐形状を呈する外部導体の外観を示した外観図である。また、図１２は、第１の実施形
態の可撓性導波管における外部導体の構成を示した要部拡大断面図である。
【００５４】
　本実施形態において外部導体５３は、前記内部誘電体の外周を覆う位置に配設され、可
撓性を有する筒状を呈する金属層部を有して構成される。具体的に外部導体５３は、帯状
の複数の平箔糸により構成される。
【００５５】
　この帯状の平箔糸は、図１２に示すように、延伸方向に垂直な断面が長方形断面を呈し
、樹脂などの非金属物質を包含する下地層５５ｂと、金属物質を包含する金属箔５５ａを
有して構成される。より具体的に当該平箔糸は、下地層５５ｂとして厚さ２５μｍの樹脂
フィルム（例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ））を採用し、また、金属箔５
５ａとしては厚さ９μｍの銅箔を採用し、幅０．３ｍｍの帯状を呈して形成される。
【００５６】
　また、外部導体５３は、複数（例えば、３２本）の平箔糸を、図１０に示すように円筒
組紐状に組んで形成される。具体的には、前記内部誘電体５１の外周面において前記金属
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箔５５ａを配置して巻きつけられるように延在すると共に、互いの平箔糸が組紐状形態を
形成するように編成されるようになっている。
【００５７】
　なお、当該外部導体５３は、上述したように所定の金属層部（金属箔５５ａ）を含み、
当該金属箔５５ａの導電率は純銅相当の５９×１０６Ｓ／ｍに設定される。なお、ここで
は導電率を一意に定めたが、本発明において金属層部の導電率は、これに限定されず、実
施形態においては、導電率の良い金属層を用いることが好ましい。
【００５８】
　なお、上述したように本実施形態において外部導体５３である前記平箔糸は、誘電体５
１に接する側に金属箔５５ａを配し外側に樹脂フィルムを有するように構成したが、これ
に限ることなく、金属層のみにより構成されてもよい。
【００５９】
　図１１は、第１の実施形態の可撓性導波管における平箔糸を組紐形状に組んでなる外部
導体の外観を示した外観図である。上述したように外部導体５３である複数の平箔糸を、
内部誘電体５１の外周に対して、例えば角度４５度にて巻き付けて組紐状に組み付けると
、糸と糸の間に、いわゆる「製紐孔」と称される孔が生じる。なお、図１１においては、
この製紐孔を符号５４で示すものとする。
【００６０】
　この製紐孔５４は、“孔”の部分においては下方側の内部誘電体５１の表面が露出する
ことになる。このように、本実施形態の可撓性導波管５０は、導波管の長手方向（伝搬方
向）に向かって金属部分の割合が周期的に変化するように外部導体５３が形成される。換
言すれば、本実施形態の可撓性導波管５０は、外部導体５３について長手方向に周期的な
形状変化が生じていると共に、外部導体の抵抗（インピーダンス）分布が伝搬方向に対し
て所定の周期性をもって変化することとなる。
【００６１】
　上述したように本実施形態の可撓性導波管５０は、上記の通り細径化に有利なリッジ構
造が得られるだけでなく、特許第５１２９０４６号明細書（特許文献４）に記載されるよ
うな陥没空間も発生せず、伝送特性が劣化する虞もない。すなわち、本実施形態によれば
細径化と伝送特性を両立しつつ優れた可撓性を有する導波管を実現することができる。
【００６２】
　＜第１の実施形態の詳細＞
　以下、第１の実施形態の可撓性導波管について、さらに詳しく説明する。
【００６３】
　なお、以下に示す各実施形態は、各実施形態の可撓性導波管を有する内視鏡システムを
例に説明するものとする。
【００６４】
　また、この実施の形態により、この発明が限定されるものではない。さらにまた、図面
は、模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率等は、現実と異なる
ことに留意する必要がある。また、図面の相互間においても、互いの寸法や比率が異なる
部分が含まれている。
【００６５】
　図１は、本発明の第１の実施形態の可撓性導波管を有する内視鏡システムの概略構成を
示す斜視図であり、図２は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムの要部の機能構成
を示すブロック図である。
【００６６】
　図１に示すように、内視鏡システム１は、いわゆる上部消化管用の内視鏡システムであ
って、被検体Ｐの体腔内に先端部を挿入することによって被写体Ｐの体内画像を撮像し当
該被写体像の画像信号を出力する撮像部を備える内視鏡２と、内視鏡２における前記撮像
部から出力される画像信号に対して所定の画像処理を施す画像処理部を備えるとともに内
視鏡システム１全体の動作を統括的に制御するビデオプロセッサ３と、内視鏡２の先端か



(11) JP 2020-58524 A 2020.4.16

10

20

30

40

50

ら出射するための照明光を発生する光源装置４と、ビデオプロセッサ３において画像処理
が施された画像を表示する表示装置５と、を主に備える。
【００６７】
　内視鏡２は、先端部に前記撮像部を備えると共に主として可撓性を有する細長形状部に
より構成される挿入部６と、挿入部６の基端側に接続され各種の操作信号の入力を受け付
ける操作部７と、操作部７から基端側に向けて延出されビデオプロセッサ３および光源装
置４と接続するユニバーサルコード８と、を備える。
【００６８】
　ここで内視鏡２は、挿入部６の先端部に配設した撮像部とビデオプロセッサ３における
画像処理部との間において、挿入部６における前記撮像部から当該挿入部６、前記操作部
７および前記ユニバーサルコード８のそれぞれ内部を経由してビデオプロセッサ３の画像
処理部に至るまで延設され、撮像部からの画像信号等の伝送するための信号伝送路を備え
る。
【００６９】
　そして、本実施形態に係る内視鏡システムにおいては、前記信号伝送路をミリ波または
サブミリ波（以下、場合により代表してミリ波と記載する）を通す導波路により構成され
ることを特徴とする（当該「導波路」については、後に詳述する）。
【００７０】
　挿入部６は、最先端部に配設された、前記撮像部を構成する撮像素子２２等を内蔵した
先端硬性部１０と、当該先端硬性部１０の基端側に配設され、複数の湾曲駒によって構成
された湾曲自在な湾曲部９と、当該湾曲部９の基端側に接続され、可撓性を有する長尺状
の可撓管部と、を有する。
【００７１】
　また、図２に示すように、本実施形態において挿入部６の最先端に配設された先端硬性
部１０には、被検体像を入光する撮像光学系２１と、撮像光学系２１の後方に配設され、
被検体像を撮像して光電変換により所定の画像信号を出力する撮像素子２２等を含む撮像
ユニット２０と、が配設されている。
【００７２】
　前記撮像ユニット２０は、前記撮像光学系２１の結像位置に設けられ、撮像光学系２１
が集光した光を受光して電気信号に光電変換する前記撮像素子２２と、撮像素子２２の近
傍基端側に配設され、当該撮像素子２２を駆動すると共に撮像素子２２から出力された撮
像信号に所定の処理を施すドライバＩＣ２３と、ドライバＩＣ２３の基端側に設けられ、
導波路（可撓性導波管）１５０（詳しくは後述する）を介して信号の送受信をするための
送受信アンテナ２７（詳しくは後述する）と、を有する。
【００７３】
　前記撮像素子２２は、本実施形態においては、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide 
Semiconductor）イメージセンサであって、かつ、いわゆるフルハイビジョン相当以上の
画素数である２００万画素以上の画素数を有するイメージセンサを採用する。
【００７４】
　前記ドライバＩＣ２３は、撮像素子２２が出力した電気信号に対してノイズ除去および
Ａ／Ｄ変換を行うアナログフロントエンド（ＡＦＥ）２４と、撮像素子２２の駆動タイミ
ングおよびＡＦＥ２４等における各種信号処理のパルスを発生するタイミングジェネレー
タ（ＴＧ）２５と、前記送受信アンテナ２７を接続し、前記可撓性導波管１５０を介して
ＡＦＥ２４が出力したデジタル信号をビデオプロセッサ３における画像処理部との間で送
受信するための送受信回路２６と、撮像素子２２の動作を制御する図示しない制御部と、
を有する。
【００７５】
　前記送受信回路２６は、いわゆるＭＭＩＣ（monolithic microwave integrated circui
t；モノシリックマイクロ波集積回路）により形成される、ミリ波・サブミリ波通信回路
である。
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【００７６】
　また前記ドライバＩＣ２３は、本実施形態においては、前記アナログフロントエンドＡ
ＦＥ２４、タイミングジェネレータＴＧ２５、送受信回路２６等の各回路が全てシリコン
ＣＭＯＳプロセスにより作成され、十分に小型化されている。
【００７７】
　また、撮像素子２２とドライバＩＣ２３とは、セラミック基板２８を介して接続され、
また、当該セラミック基板２８（図３等参照）にはコンデンサ２９等の複数の受動部品が
搭載されている。
【００７８】
　一方、ビデオプロセッサ３は、内視鏡２における前記撮像ユニット２０から出力される
画像信号に対して所定の画像処理を施す前記画像処理部としての画像信号処理回路３１と
、内視鏡２における撮像素子２２等に対して供給するための電源を生成する電源供給回路
３２と、前記可撓性導波管１５０を介して内視鏡２における撮像ユニット２０と所定の信
号の送受信を行うための送受信回路３３と、送受信回路３３に接続された送受信アンテナ
３４と、を備える。
【００７９】
　なお、前記画像信号処理回路３１は、撮像素子２２およびドライバＩＣ２３を制御する
ための制御信号（例えば、クロック信号、同期信号等）を生成し、前記撮像素子２２およ
びドライバＩＣ２３に向けて送出する。
【００８０】
　なお、ビデオプロセッサ３における前記送受信回路３３も、前記送受信回路２６と同様
に、いわゆるＭＭＩＣ（monolithic microwave integrated circuit；モノシリックマイ
クロ波集積回路）により形成される。
【００８１】
　また、図２に示すように、内視鏡２における前記挿入部６、操作部７およびユニバーサ
ルコード８内には、上述したように信号伝送路としての前記可撓性導波管１５０が内設さ
れるが、これらユニバーサルコード８等の内部には前記可撓性導波管１５０と並行して、
各種信号線が配設される。
【００８２】
　すなわち、ユニバーサルコード８内には、図２に示すように、ビデオプロセッサ３にお
ける画像信号処理回路３１から供給される各種制御信号を伝送する制御信号線４１、電源
供給回路３２から供給される電源を伝送する電源線４２およびグランド線（ＧＮＤ線）４
３が、それぞれ配設される。
【００８３】
　そして、内視鏡２における撮像素子２２およびドライバＩＣ２３における前記各回路に
は、前記制御信号線４１を介して所定の制御信号（例えば、クロック信号、同期信号等）
が供給されるようになっている。
【００８４】
　同様に、内視鏡２における前記撮像素子２２およびドライバＩＣ２３における前記各回
路には、前記電源線４２およびグランド線（ＧＮＤ線）４３を介して、ビデオプロセッサ
３の電源供給回路３２から電源が供給されるようになっている。
【００８５】
　＜可撓性導波管および送受信回路並びに撮像ユニットについて＞
　次に、本実施形態にかかる内視鏡システムにおける導波路（可撓性導波管）および送受
信回路、並びにこれらの周辺回路（撮像ユニット等）について説明する。
【００８６】
　本発明は、誘電率の高さ、誘電正接の小ささ、適切な可撓性の３条件を適切に満たす誘
電体混合材料を含むミリ波領域（サブミリ波を含む）で用いる可撓性導波管、当該可撓性
導波管を有する画像伝送装置、当該可撓性導波管を有する内視鏡、および、内視鏡システ
ムを提供する。
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【００８７】
　また、本発明は、当該内視鏡における撮像部とビデオプロセッサにおける画像処理部と
を結ぶ信号伝送方式として従来用いられてきた、リードワイヤによる信号伝送方式および
光ファイバーによる信号伝送方式に代わり、ミリ波またはサブミリ波（おおよそ３０～６
００ＧＨｚの周波数を有する電波）を通す導波路（可撓性導波管）による信号伝送方式を
新たに提案するものでもある。
【００８８】
　なお、本実施形態においてミリ波、サブミリ波は、ミリからサブミリオーダ（０．５～
１０ｍｍ程度）の波長をもつ電波を指すものとする。
【００８９】
　図２に示すように、撮像ユニット２０は、挿入部６の最先端に配設された先端硬性部１
０において、被検体像を入光する撮像光学系２１の後方に配設される。また、撮像ユニッ
ト２０は、上述したように、被検体像を撮像して光電変換により所定の画像信号を出力す
る撮像素子２２等を含むとともに、当該撮像ユニット２０からは挿入部基端側に向けて導
波路（可撓性導波管）１５０が延設されるようになっている。
【００９０】
　また撮像ユニット２０は、上述したように、撮像光学系２１が集光した光を受光して電
気信号に光電変換する前記撮像素子２２と、撮像素子２２の近傍基端側に配設され、当該
撮像素子２２を駆動すると共に撮像素子２２から出力された撮像信号に所定の処理を施す
ドライバＩＣ２３と、ドライバＩＣ２３の基端側に設けられ、可撓性導波管１５０を介し
て信号の送受信をするための送受信アンテナ２７と、を有する。
【００９１】
　ドライバＩＣ２３は、上述したように、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）２４、タイ
ミングジェネレータ（ＴＧ）２５、送受信回路２６および図示しない制御部等を有するが
、撮像素子２２とはセラミック基板２８を介して接続されるようになっている。
【００９２】
　＜可撓性導波管の構成＞
　図３は、第１の実施の形態の可撓性導波管および撮像ユニットの構造を示した要部拡大
斜視図であり、図４は、第１の実施の形態の可撓性導波管および撮像ユニットの構造を一
部断面にて示した要部拡大斜視図である。また、図１３は、第１の実施の形態の可撓性導
波管に係る外部導体および内部誘電体の構成を示した拡大斜視図、図１４は長手方向に垂
直な方向の断面を示した拡大断面図である。
【００９３】
　なお、図３、図４、図１３、図１４において、可撓性導波管１５０の外部導体１５３は
所定の厚みを持って表現されているが、図面は模式的なものであり、当該外部導体１５３
の形状、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率等は現実とは異なる。
【００９４】
　前記ドライバＩＣ２３の基端側には、図３、図４に示すように、前記ドライバＩＣ２３
のパッケージに一体化された前記送受信アンテナ２７を挟んで、ミリ波またはサブミリ波
を通す前記可撓性導波管１５０の先端部が接続されている。
【００９５】
　この可撓性導波管１５０（以下、導波管１５０とも記す）は、可撓性を有し、先端硬性
部１０に配設された前記ドライバＩＣ２３にその先端側が接続された後、挿入部６の基端
側に向けて延出されるようになっている。
【００９６】
　より詳しくは、可撓性導波管１５０は、挿入部６においてドライバＩＣ２３よりさらな
る基端側、すなわち、先端硬性部１０における前記ドライバＩＣ２３の配設箇所より基端
側部をはじめ、より基端側の前記湾曲部９および可撓管部を含めた挿入部６の内部を挿通
した後、操作部７内部およびユニバーサルコード８の内部を挿通し、ビデオプロセッサ３
に至る位置に配設されるようになっている。
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【００９７】
　なお、前記可撓性導波管１５０の基端側は、ユニバーサルコード８の一端に設けたコネ
クタにおける変換を経てビデオプロセッサ３に接続されるものであってもよい。
【００９８】
　前記可撓性導波管１５０は、撮像ユニット２０とビデオプロセッサ３における前記画像
処理部（画像処理回路３１）とを結ぶ信号伝送路であって、少なくとも一部がミリ波また
はサブミリ波を伝搬する導波路である。
【００９９】
　また前記可撓性導波管１５０は、図１３、図１４にあるように、長手方向に誘電率が均
一、かつ長手方向に断面が同一形状を呈する断面がリッジ形状を呈する内部誘電体１５１
と、内部誘電体１５１の外周を覆う位置に配設された外部導体１５３を有する。外部導体
１５３は可撓性を有しており、外部導体１５３の外部導体凹面１５３ａ，１５３ｂに、内
部誘電体１５１のリッジ形状部１５１ａ，１５１ｂ（凹部）と並行して配置する押圧部材
１５６ａ，１５６ｂが配設され、当該押圧部材１５６ａ，１５６ｂによって、外部導体１
５３の内側表面と前記内部誘電体表面とが密着している。
【０１００】
　また、押圧部材１５６ａ，１５６ｂによって、外部導体１５３の内側表面を内部誘電体
１５１のリッジ形状部１５１ａ，１５１ｂ（凹部）と並行に、かつ内部誘電体１５１の中
心に向かって押し付けて変形させて密着維持した状態を保持するために、押圧部材１５６
ａ，１５６ｂの外側から、弾性を備えた筒状部材１５５を配置する。
【０１０１】
　＜可撓性導波管における内部誘電体および外部導体＞
　図１５は、第１の実施形態の可撓性導波管に係る外部導体および内部誘電体の構成を示
した要部拡大斜視図、図１６は、長手方向に垂直な方向の断面を示した要部拡大断面図で
ある。
【０１０２】
　本実施形態において、可撓性導波管１５０は、長手方向に誘電率が均一、かつ長手方向
に断面が同一形状を呈する線状の内部誘電体１５１と、前記内部誘電体１５３の外周を覆
う位置に配設され、可撓性を有する筒状により形成された金属層を含む外部導体１５３を
有する。
【０１０３】
　内部誘電体１５１は、長径と短径の比率が長手方向において一定となる断面形状を有し
、かつ、長径方向の少なくとも一辺にはリッジ形状部１５１ａ，１５１ｂ（凹部）を備え
る。具体的には、図１６に示すように、長辺と短辺を有する形状を呈し、かつ長辺の中点
を中心にして、所定の幅と深さを備えた凹部を呈し、
　長辺 ａ＝２．５３ｍｍ、短辺＝１．２６５ｍｍ、
　凹部の最大幅ｓ＝０．９３２５ｍｍ、凹部の深さｄ＝０．３ｍｍ
に設定される。また、本実施形態において内部誘電体の比誘電率εｒ＝１．３に設定され
る。
【０１０４】
　因みに、本実施形態において、「誘電率が均一」とは、導波管内部を伝搬する電波（ミ
リ波またはサブミリ波）の波長オーダーの寸法でみたときに均一であることを意味するも
のである。すなわち、波長オーダーよりも１～２桁以上寸法の異なる構造による誘電率分
布は、導波管内部を伝搬する電波には影響を与えないため、本実施形態においては、これ
を含めて誘電率が均一と表現している。
【０１０５】
　なお、本実施形態において、内部誘電体１５１は、例えば、発泡ＰＴＦＥ（ポリテトラ
フルオロエチレン）や発泡ポリエチレンのような可撓性を備えた誘電体材料の利用を想定
する。あるいは、母材である樹脂材料（例えばＰＴＦＥやポリエチレン等の無極性樹脂）
と結晶材料（例えばαアルミナ等の誘電損失の小さい結晶材料を粉末化したもの）とを混
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合した誘電体混合材料を利用してもよい。
【０１０６】
　一方、外部導体１５３は、内部誘電体１５１の外周部を覆うように配設された所定の金
属層部を含む。ここで、金属には、例えば金、銀、銅、アルミニウムといった導電率の高
い金属が設定される。なお、本発明において金属層部には導電率の良い金属層を用いるこ
とが好ましい。
【０１０７】
　＜断面がリッジ形状を呈した導波管の細径化効果の検討＞
　ここで、本発明に関し、断面がリッジ形状を呈した導波管の細径化効果について説明す
る。
【０１０８】
　内部誘電体の断面形状を図１７のように定義する。ａを導波管の長辺方向寸法（長辺）
とし、短辺方向寸法は、長辺方向寸法の１／２、すなわちａ／２とする。また、長辺の中
点を中心とした凹部を設け、凹部の幅（リッジ幅）をｓ、深さ（リッジ深さ）をｄとする
。
【０１０９】
　このとき、あるリッジ深さｄのときの導波管長辺ａとリッジ幅ｓに着目して、遮断周波
数が同じ値（例えば６０ＧＨｚ）をとるように導波管長辺ａとリッジ幅ｓを変化させたと
き、内部誘電体の寸法と導波管の伝搬領域の関係は、図１８に示すような曲線グラフとな
る。この曲線は、導波管の伝搬領域境界、すなわち遮断周波数（遮断波長）を示しており
、ハッチングで示した部分の範囲で導波管内を電波が伝搬できることを示している。
【０１１０】
　この考え方に基づき、内部誘電体の比誘電率εｒ＝１．３、遮断周波数を６０ＧＨｚと
して、内部誘電体の外皮を完全導体としたシミュレーションモデル（ＳＭ１；図１９）を
作製し、電磁界シミュレータを用いた伝送シミュレーションを実施した。ここで記号の意
味合いは図１８に示した通りである。当該シミュレーションの結果を図２０に示す。
【０１１１】
　この結果は、前記シミュレーション結果から得られた、導波管の長辺ａ、リッジ幅ｓ、
リッジ深さｄを変えたときの伝搬領域境界を表している。また、図２０中の点（Ａ）は、
リッジ幅ｓ＝０かつリッジ深さｄ＝０、すなわちリッジの無い導波管を表している。この
結果から、リッジ幅ｓとリッジ深さｄが大きいほど導波管長辺の長さａを小さくすること
ができること、すなわち、導波管を「細くする」ことが出来ることが分かる。
【０１１２】
　なお、図２０は、内部誘電体の比誘電率εｒ＝１．３、遮断周波数を６０ＧＨｚとした
ときの結果であるが、この結果は、内部誘電体の比誘電率、遮断周波数を変えることで変
化する。
【０１１３】
　図２１は、遮断周波数を４０ＧＨｚ（Ｖバンド：５０～７５ＧＨｚの周波数帯を伝搬可
能）、内部誘電体の比誘電率を１．３としたときの、導波管の長辺ａ、リッジ幅ｓ、リッ
ジ深さｄを変えたときの伝搬領域境界を算出したものである。
【０１１４】
　この結果を検証するため、図２１の（Ａ）と（Ｂ）で示した箇所について、それぞれ図
２２、図２３、図２４、図２５に示すシミュレーションモデル（図２２、図２３：モデル
Ａ（ＳＭ－Ａ）、図２４、図２５：モデルＢ（ＳＭ－Ｂ））を作製し、伝送シミュレーシ
ョンを実施した。モデルＡ（ＳＭ－Ａ）、モデルＢ（ＳＭ－Ｂ）の共通仕様として、内部
誘電体１５１Ａ（ＳＭ－Ａ），１５１Ｂ（ＳＭ－Ｂ）の比誘電率εｒ＝１．３、誘電正接
ｔａｎδ＝０、外部導体１５３Ａ（ＳＭ－Ａ），１５３Ｂ（ＳＭ－Ｂ）の材質を純銅相当
（電気伝導率：５９×１０＾６［Ｓ／ｍ］）、外部導体１５３Ａ、１５３Ｂの厚さを０．
１ｍｍ、導波管長＝２０ｍｍとした。
【０１１５】
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　ここで図２２、図２３は、前記共通仕様に基づいた、リッジが無い断面形状のシミュレ
ーションモデルＡ（ＳＭ－Ａ）である。また図２４、図２５は、前記共通仕様に基づいた
、リッジが有る断面形状のシミュレーションモデルＢ（ＳＭ－Ｂ）であり、リッジ幅ｓ＝
０．９ｍｍ、リッジ深さｄ＝０．３ｍｍとし、前述の図１８で示した断面形状と同等のリ
ッジ幅、リッジ深さとしている。
【０１１６】
　図２８は、図２２～図２５の導波管モデルにおける伝送シミュレーション結果（周波数
ごとの伝送特性）である。横軸は周波数（ＧＨｚ単位）、縦軸は伝送特性をデシベル（ｄ
Ｂ）単位で示しており、縦軸の数値が０に近いほど、伝送特性が良いことを示している。
【０１１７】
　図２８において、実線はモデルＡ（ＳＭ－Ａ）、点線はモデルＢ（ＳＭ－Ｂ）の伝送特
性を示している。モデルＡ（ＳＭ－Ａ）、モデルＢ（ＳＭ－Ｂ）ともに遮断周波数は ほ
ぼ４０ＧＨｚ付近となっており、６０ＧＨｚのミリ波周波数において安定した伝送特性が
得られることが分かる。また、内部誘電体の最外径寸法、即ち長辺ａで比較すると、リッ
ジ形状の無いモデルＡ（ＳＭ－Ａ）は３．３ｍｍに対して、リッジ形状の有るモデルＢ（
ＳＭ－Ｂ）は、２．５３ｍｍであり、導波管の断面寸法が小さくなっている、すなわち「
導波管の径を細くできる」ことが分かる。
【０１１８】
＜第１の実施形態の可撓性導波管の具体的な構成＞
　上記検証を踏まえた具体的な可撓性導波管の構造について説明する。
【０１１９】
　本実施形態で示す可撓性導波管１５０の形状は、前述した図１５と同じであり、図２４
、図２５に示した形状と長径、リッジ幅、リッジ深さが一致しており、長辺方向のリッジ
部が半円形状となっている点、及び短辺方向が曲線である点が異なっている。図１５の形
状によって、内部誘電体１５１の表面と、外部導体１５３の密着性をより高めることがで
き、導体層の断面形状を安定させることができる。
【０１２０】
　図１５で示す形状についてもシミュレーションモデルＣ（ＳＭ－Ｃ）を作製し（図２６
、図２７参照）、伝送シミュレーションを実施した。ここで、内部誘電体の比誘電率及び
誘電正接、外部導体材質及び厚さ、導波管長は、図２４、図２５で示したシミュレーショ
ンモデルと同じ条件とした（これをモデルＣ（ＳＭ－Ｃ）と呼ぶことにする）。
【０１２１】
　図２９は、図２４、図２５、及び図１５（図２６、図２７参照）の導波管モデルにおけ
る伝送シミュレーション結果（周波数ごとの伝送特性）である。横軸は周波数（ＧＨｚ単
位）、縦軸は伝送特性をデシベル（ｄＢ）単位で示しており、縦軸の数値が０に近いほど
、伝送特性が良いことを示している。図２９において、実線はモデルＢ（ＳＭ－Ｂ）、点
線はモデルＣ（ＳＭ－Ｃ）の伝送特性を示している。
【０１２２】
　モデルＣ（ＳＭ－Ｃ）は、モデルＢ（ＳＭ－Ｂ）と比較すると、遮断周波数が高周波側
にシフトしているものの、６０ＧＨｚのミリ波周波数においては、モデルＢ（ＳＭ－Ｂ）
とほぼ同等の伝送特性が得られていることが分かる。これにより、図１５（図２６、図２
７参照）の形状においても、細径かつ安定した伝送特性を備えた可撓性導波管が実現でき
る。
【０１２３】
　＜変形例＞
　なお、押圧部材１５６ａ，１５６ｂは、内部誘電体１５１のリッジ形状１５１ａ，１５
１ｂに沿った形状であれば良く、材質は、例えばシリコーンゴムや発泡ＰＴＦＥなどの可
撓性を備えた形状が好ましい。さらには、押圧部材１５６ａ，１５６ｂに、他の機能が付
加されていても良く、例えば、光ファイバーを押圧部材として配置してライトガイドとし
て機能させても良く、あるいは電線を用いて、電源線、あるいは制御線として機能させて
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も良い。さらには、中空形状を備えたチューブでも良い。例えば、内視鏡システムに本形
状の可撓性導波管１５０を備えた場合、前記中空形状の孔から、例えば生検鉗子や高周波
スネアのような処置具を挿入する経路を確保することができる。
【０１２４】
　また、前記弾性を備えた筒状部材１５５は、可撓性を備えていればよく、例えば糸によ
る製紐（組紐構造）、テープを用いた包帯巻き、熱収縮性を備えたゴムチューブを配置す
ることにより実現できる。また、前記筒状部材１５５は、他の機能を付加してもよく、例
えば、前記ゴムチューブを用いることにより、導波管に防水機能を備えることができる。
【０１２５】
　＜第２の実施の形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【０１２６】
　本第２の実施形態に係る内視鏡システムは、その構成は基本的には第１の実施形態と同
様であるので、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明にとどめ、その他の詳細の説
明は省略する。
【０１２７】
　すなわち、本第２の実施形態に係る内視鏡システムは、第１の実施形態に対して、可撓
性導波管については同様であるが、可撓性導波管の外部導体の外側に配置する押圧部材の
構成を異にするものであって、その構成は基本的には第１の実施形態と同様である。
【０１２８】
　具体的には、第１の実施形態における押圧部材１５６ａ，１５６ｂは、内部誘電体１５
１のリッジ形状１５１ａ，１５１ｂ（凹部）の長辺各一辺に１個の押圧部材を配している
のに対して、第２の実施形態では、これら複数の押圧部材を一体化した形状を備えている
。また、本実施形態に示す可撓性導波管の材質、形状および伝送損失等の特性は、第１の
実施形態で説明した可撓性導波管に準じたものであることを附言する。
【０１２９】
　図３０は、本発明の第２の実施形態の可撓性導波管を示した斜視図、図３１は断面図で
ある。
【０１３０】
　第１の実施形態と同様、可撓性導波管２５０は、長手方向に誘電率が均一、かつ長手方
向に断面が同一形状を呈する断面がリッジ形状を呈する内部誘電体２５１と、内部誘電体
２５１の外周を覆う位置に配設された、可撓性を備えた外部導体２５３を有する。そして
、外部導体２５３の外側に、内部誘電体２５１のリッジ形状部（凹部）に相対する凸形状
を備えた中空構造を備えた押圧部材２５６によって、外部導体２５３の内側表面と前記内
部誘電体表面とが密着している。
【０１３１】
　より具体的には、図３２に示すように、内部誘電体２５１がリッジ形状となっている可
撓性導波管２５０を、内部誘電体２５１のリッジ形状部（凹部）に相対する凸形状を備え
た中空構造を備えた押圧部材２５６の中空部（孔）２５７に挿入することにより、外部導
体２５３が変形し、外部導体２５３の内側表面と前記内部誘電体２５１の表面とが密着す
ることにより、図３０に示す構成を得る。
【０１３２】
　本実施形態によれば、押圧部材２５６を固定する筒状部材を配する必要が無く、より単
純な構成で、細径かつ安定した伝送特性を備えた可撓性導波管が実現できる。
【０１３３】
　なお、押圧部材２５６は、内部誘電体２５１のリッジ形状に沿った形状であれば良く、
材質は、例えばシリコーンゴムや発泡ＰＴＦＥなどの可撓性を備えた形状が好ましい。
【０１３４】
　＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
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【０１３５】
　上述した第１～第２の実施形態は、上述の如き可撓性導波管を内視鏡に適用したが、本
第３の実施形態は、上述の如き可撓性導波管を所定の画像信号を伝送する画像伝送装置に
適用するものである。
【０１３６】
　この第３の実施形態に係る画像伝送装置は、第１～第５の実施形態に示されるような内
視鏡システムに限らず、いわゆるＦＨＤ（Full High Definition）を超える４Ｋ／８Ｋ画
像に代表される高精細／大容量の画像信号を伝送可能とする伝送装置であって、換言すれ
ば、基本周波数が１０ＧＨｚを超えるような高速信号の伝送線路を有する伝送装置である
。
【０１３７】
　さらに、本第３の実施形態に係る当該伝送路は、数センチメートル～５メートル程度以
下の長さで５Ｇｂｐｓ以上の通信速度を実現しうるミリ波（サブミリ波を含む）領域で用
いることを想定するものあって、かつ、可撓性を要するものである。
【０１３８】
　上記の第１の実施形態として説明した誘電体材料を含む可撓性導波管は、斯様な条件を
要する第３の実施形態の如き画像伝送装置にあっても適切に適用することができる。
【０１３９】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１４０】
１：内視鏡システム
２：内視鏡
３：ビデオプロセッサ
６：挿入部
７：操作部
８：ユニバーサルコード
１０：先端硬性部
２０：撮像ユニット
２１：撮像光学系
２２：撮像素子
２３：ドライバＩＣ
２６：送受信回路
２７：送受信アンテナ
３３：送受信回路
３４：送受信アンテナ
４１：制御信号線
４２：電源線
４３：ＧＮＤ線
５０，１５０，２５０：可撓性導波管（導波路）
５１，１５１，２５１：内部誘電体
５１ａ，５１ｂ：リッジ形状凹部
１５１ａ，１５１ｂ：リッジ形状凹部
５３，１５３，２５３：外部導体
５３ａ，５３ｂ：外部導体凹面
１５３ａ，１５３ｂ：外部導体凹面
５４：製紐孔
１５５：筒状部材
５６ａ，５６ｂ：押圧部材
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１５６ａ，１５６ｂ：押圧部材
２５６：押圧部材

【図１】 【図２】
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方案：线性电介质51在纵向方向上具有均匀的介电常数，并且在垂直于
纵向方向上具有相同的横截面，并且线性电介质51布置在线性电介质51
的外周上并具有内表面 挠性波导50具有挠性的外部导体53，该挠性的外
部导体53具有金属层，电介质51的截面形状为山形，外部导体53具有编
织结构。 。 [选择图]图8
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